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○高山市駅前広場等の設置及び管理に関する条例施行規則

平成30年1月29日

市規則第18号

(趣旨)

第1条　この規則は、高山市駅前広場等の設置及び管理に関する条例(平成29年高山市条例第13号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき、高山市駅前広場等(以下「駅前広場等」という。)の管理及び

運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条　条例第3条に規定する駅前広場等の利用時間は、終日とする。ただし、市長が必要と認めるときは、利用時間を変更することができる。

(使用許可の申請等)

第3条　条例第4条の規定による許可を受けようとする者は、駅前広場等使用許可申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1)　条例第4条第1項第1号及び第2号に該当する場合

ア　道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条の許可の内容が確認できる書類の写し

イ　その他市長が必要と認める書類

(2)　条例第4条第1項第3号及び第4号に該当する場合

ア　使用計画書

イ　その他市長が必要と認める書類

(3)　条例第4条第1項第5号及び第6号に該当する場合

ア　道路運送法第4条の許可の内容が確認できる書類の写し

イ　運行系統が確認できる運行計画書

ウ　その他市長が必要と認める書類

(4)　条例第4条第1項第7号に該当する場合

ア　使用場所の平面図

イ　工作物、物件又は施設の構造図及び工事の設計図

ウ　その他市長が必要と認める書類

(5)　条例第4条第1項第8号に該当する場合

ア　使用場所の平面図

イ　使用計画書

ウ　その他市長が必要と認める書類

2　市長は、前項の申請書を受理し、使用の可否を決定したときは、駅前広場等使用許可書(別記様式第2号。以下「許可書」という。)又は不許可通知書(別記様式第3号)を交付する。

(使用許可の変更等)

第4条　条例第4条の規定による許可を受けた者が使用許可事項の変更又は使用許可の取消しを求めるときは、駅前広場等使用許可変更(取消)申請書(別記様式第4号)に許可書を添えて市長に申請しなければな

らない。

2　市長は、前項の申請により使用許可事項の変更を許可したときは、駅前広場等使用許可変更許可書(別記様式第5号)により通知するものとする。

3　使用許可の取消しについては、第1項の申請書の提出があったときに、取り消したものとする。

(使用料の納入)

第5条　使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2　使用許可の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の使用料は、毎年度、当該年度分を納入しなければならない。

3　前2項の規定にかかわらず、高山駅東口駅前広場駐車場(以下「駐車場」という。)の使用者は、車両を駐車場から出車しようとする前に、精算機が表示する金額を精算機に投入して条例別表に規定する使用

料を納入しなければならない。

(駐車位置の変更)

第6条　市長は、駐車場の管理上必要があるときは、駐車位置を変更させることができる。

(障がい者区画の使用)

第7条　駐車場の障がい者区画を使用することができる場合は、次の各号のいずれかに該当する者が、運転又は同乗する自動車を駐車させる場合とする。

(1)　身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者

(2)　精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(3)　療育手帳の交付を受けている者

(4)　車椅子を使用している者

(5)　その他市長が特に必要と認める者

(思いやり区画の使用)

第8条　駐車場の思いやり区画を使用することができる場合は、次の各号のいずれかに該当する者が、運転又は同乗する自動車を駐車させる場合とする。

(1)　妊娠している者

(2)　ベビーカーを使用している者

(3)　杖等を使用している者

(4)　怪我をしている者

(5)　前条各号のいずれかに該当する者

(6)　その他市長が特に必要と認める者

(障がい者に関する手帳の提示)

第9条　駐車場の障がい者区画及び思いやり区画を使用する者のうち、第7条第1号から第3号までの規定に該当する者は、係員から身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳の提示を求められたと

きは、これを提示しなければならない。

(出車の拒否)

第10条　市長は、次の場合には、駐車場に駐車した車両の出車を拒否することができる。

(1)　所定の使用料を納入しないとき。

(2)　駐車場の施設、駐車中の車両その他の物件をき損し、又は滅失させ、当事者間との協議が行われないとき。

(使用料の減免)

第11条　条例第8条に規定する市長が特に必要があると認める場合は、次のとおりとする。

(1)　市が主催して行う事業等のために使用するとき。

(2)　市と他の団体が共催して行う事業又は市が後援する事業のために使用するとき。

(3)　前2号に掲げるもののほか、市長が事業の公益性その他の事由を勘案して特に使用料を減免する必要があると認めるとき。

2　条例第8条の規定により減免することができる使用料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1)　前項第1号又は第2号に掲げる事由に該当するとき　使用料の全額

(2)　前項第3号に掲げる事由に該当するとき　市長が必要と認める額

3　使用料の減免を受けようとする者は、駅前広場等使用料減免申請書(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。

4　市長は、前項の申請書を受理し、使用料の減免を決定したときは、駅前広場等使用料減免決定通知書(別記様式第7号)により通知するものとする。

(使用料の還付)

第12条　条例第9条ただし書に規定する市長が特別の理由があると認めるときは、次のとおりとする。

(1)　使用者の責めによらない理由により使用できなかったとき。

(2)　使用者が使用を開始する日の前日までに使用取消しの申請をしたとき。

(3)　前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

2　条例第9条ただし書の規定により返還することができる使用料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1)　前項第1号に掲げる事由に該当するとき　使用料の全額

(2)　前項第2号又は第3号に掲げる事由に該当するとき　市長が必要と認める額

3　使用料の還付を受けようとする者は、駅前広場等使用料還付申請書(別記様式第8号)を市長に提出しなければならない。

4　市長は、前項の申請書を受理し、使用料の還付を決定したときは、駅前広場等使用料還付決定通知書(別記様式第9号)により通知するものとする。

(使用許可の取消しの通知)

第13条　市長は、条例第10条の規定により使用許可を取り消そうとするときは、駅前広場等使用許可取消通知書(別記様式第10号)により、通知するものとする。

(事故に対する措置)

第14条　市長は、駅前広場等において事故が発生し、又はそのおそれがあるときは、速やかに必要な措置を講ずるものとする。

(その他)

第15条　この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附　則

この規則は、高山市駅前広場等の設置及び管理に関する条例の施行の日から施行する。

別記様式第1号(第3条関係)
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別記様式第2号(第3条関係)

別記様式第3号(第3条関係)
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別記様式第4号(第4条関係)

別記様式第5号(第4条関係)
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別記様式第6号(第11条関係)

別記様式第7号(第11条関係)
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別記様式第8号(第12条関係)

別記様式第9号(第12条関係)
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別記様式第10号(第13条関係)


